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書

貴局を地方税法第三百二十一条の五第四項の規定に基づいて

当市の市民税県民税・森林環境税 （特別徴収税額） 取扱局に

郵便局の指定について

近畿２府４県以外の郵便局で特

別徴収税額を納入する場合は、
その郵便局を当市の市民税県

　　　

き

　　　

指 定 しま した の で通知 しま す。
民税森林環境税取扱局として指

　　　　　

り

定する必要がありますので、 右

　　　　　

と

　　　　　

－、 許 可 又 は 承 認 番 号

　　　　　　　　　　　

貯

　　

大

　　

振

　

第１１３号
の「指定通知書」 に利用する郵

便 局名 を ご記 入 の 上、 該 当 の 郵

　　　　　

リ

　　　　　

ー、 口

　　　

座

　　　

番

　　　

号

　　　　　　　　　　　　

ｏ１Ｉｏｏ－９－９６ｏＩ８５

便局に提出してください。

　　　　　　　　　　　　

－、 加

　

入

　

者

　

の

　

名

　

称 兵 庫 県 淡 路 市 会 計 管 理 者
なお、 前 年 度 以 前 に指 定 通 知 書

　　　　　

線

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒５３９‐８７９４
を提 出 し、 既 に 取 扱局 と して 指

　　　　　　　　　　

－、 取

　

り

　

ま

　

と

　

め

　

局

　　　　　　　　　　　

大 阪貯 金事務セ ンタ ー

定されている郵便局については

本年度も引き続き利用できます

ので、提出の必要はありません。

年

　　　

月

　　　　

日

　　　　

郵 便 局 長 様

兵庫県淡路市長

　

（公印省略）
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